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一

現
行
刑
法
の
教
唆
条

現
行
刑
法
第
一
編
第
十
一
章
、
共
犯
、
第
六
十
一
条
第
一
項
に
「
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
は
、
正
犯
の
刑
を
科
す

る
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
成
七
年
に
表
記
が
平
易
化
さ
れ
た
条
文
で
あ
っ
て
、
表
記
が
平
易
化
さ
れ
る
前
は
「
人
ヲ
教
唆

現
行
日
本
刑
法
の
「
教
唆
」
と
旧
中
国
律
の
「
造
意
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

一

(二
八
〇
)



シ
テ
犯
罪
ヲ
実
行
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
正
犯
ニ
準
ス
」
と
い
う
条
文
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
文
は
、
旧
刑
法
第
一
〇
五
条
の
「
人
ヲ
教
唆
シ
テ

重
罪
軽
罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
亦
正
犯
ト
為
ス
」
と
い
う
条
文
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
四
十
年
二
月
に
第

二
十
三
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
「
刑
法
改
正
案
」
に
附
さ
れ
た
「
参
考
書
」
の
第
六
十
一
条
の
項
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。

｢本
条
第
一
項
は
、
現
行
法
（
旧
刑
法
を
指
す
。
以
下
同
じ
。
佐
立
注
。）
第
百
五
条
と
同
一
の
規
定
に
し
て
、
所
謂
実
行
正
犯
を
教
唆

し
た
る
場
合
の
規
定
と
す
。
現
行
法
は
（
中
略
）
文
字
稍
不
明
な
る
虞
あ
る
を
以
て
、
之
を
修
正
せ
り
。
現
行
法
は
又
、
教
唆
者
を
正
犯

と
為
す
と
規
定
す
れ
ど
も
、
改
正
案
は
、
正
犯
ニ
準
ス
と
改
め
た
り
。
是
教
唆
者
は
実
行
正
犯
に
非
ざ
る
も
、
其
責
任
に
於
て
は
正
犯
と

同
一
な
る
こ
と
を
明
に
す
る
も
の
な
り
。」（
日
本
立
法
資
料
全
集
26
『
刑
法
〔
明
治
40
年
〕（
⚖
）』
信
山
社
、
一
九
九
五
年
。
三
一
二
頁
。

条
文
以
外
は
片
仮
名
を
平
仮
名
に
変
え
、
句
読
点
及
び
濁
点
を
附
け
た
。）

二

旧
刑
法
の
教
唆
条

旧
刑
法
第
一
編
第
八
章
、
数
人
共
犯
、
第
一
節
、
正
犯
、
第
一
〇
五
条
の
「
人
ヲ
教
唆
シ
テ
、
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
、
亦

正
犯
ト
為
ス
。」（
句
読
点
を
附
け
た
。
以
下
同
じ
。）
と
い
う
条
文
は
、
次
の
よ
う
な
草
案
の
変
遷
を
経
て
成
立
し
た
。

『日
本
刑
法
草
案
』
第
一
編
第
八
章
、
数
人
共
犯
、
第
一
節
、
正
犯
、
第
百
十
八
条
で
は
、
第
一
項
に
「
脅
迫
贈
与
結
約
威
権
其
他
、

故
意
ヲ
以
テ
人
ヲ
教
唆
シ
テ
、
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
、
亦
正
犯
ト
為
ス
。」、
第
二
項
に
「
論
説
ヲ
公
衆
ニ
演
述
シ
、
若
ク
ハ
文

書
ヲ
刊
行
公
布
シ
テ
、
国
ノ
安
寧
ニ
関
シ
、
又
ハ
人
民
ニ
対
シ
タ
ル
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
ス
コ
ト
ヲ
教
唆
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
。
但
法
律
ニ
於
テ

別
ニ
教
唆
者
ノ
刑
ヲ
加
重
シ
、
又
ハ
出
版
演
説
ノ
条
例
ニ
依
テ
教
唆
ニ
止
ル
者
ヲ
罰
ス
ル
ハ
、
各
其
法
律
条
例
ニ
従
フ
。」
と
い
う
条
文

関
法

第
七
二
巻
一
号

二
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七
九
)



が
置
か
れ
て
い
る
（『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
Ⅳ
分
冊
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
昭
和
五
十
二
年
。
第
二
十
六
巻
三
一
一
八
頁
）。

『刑
法
審
査
修
正
案
』
第
一
編
第
八
章
、
数
人
共
犯
、
第
一
節
、
正
犯
、
第
百
五
条
で
は
、『
日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
第
二
項
の

条
文
が
削
除
さ
れ
、
同
条
第
一
項
の
条
文
の
「
脅
迫
」
の
前
に
「
詐
欺
」
二
字
が
加
え
ら
れ
、「
者
亦
」
の
間
に
「
ハ
」
字
が
加
え
ら
れ
、

「
詐
欺
脅
迫
贈
与
結
約
威
権
其
他
、
故
意
ヲ
以
テ
人
ヲ
教
唆
シ
テ
、
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
、
亦
正
犯
ト
為
ス
。」
と
い
う
条
文

に
な
っ
て
い
る
（
日
本
立
法
資
料
全
集
36
Ⅱ
『
旧
刑
法
〔
明
治
13
年
〕（
⚔
）
Ⅱ
』
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
。
二
四
八
頁
）。

『刑
法
審
査
修
正
案
』
を
元
老
院
で
審
議
す
る
前
に
作
成
さ
れ
た
、『
刑
法
審
査
修
正
案
』
の
修
正
案
の
第
百
五
条
で
は
、「
詐
欺
脅
迫

贈
与
結
約
威
権
其
他
、
故
意
ヲ
以
テ
」
の
文
言
が
削
除
さ
れ
、「
人
ヲ
教
唆
シ
テ
、
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
、
亦
正
犯
ト
為

ス
。」
と
い
う
条
文
に
な
っ
て
い
る
（
同
上
『
旧
刑
法
（
⚔
）
Ⅱ
』
三
八
三
頁
）。
こ
の
条
文
が
元
老
院
で
可
決
さ
れ
（
同
上
三
三
五
頁
）、

旧
刑
法
の
第
一
〇
五
条
の
条
文
と
な
っ
た
。

三

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明

『日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
の
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
最
初
に
提
出
し
た
原
案
が
、
ど
の
よ
う
な
条
文
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る

が
、『
日
本
刑
法
草
案
』
第
一
稿
の
第
百
五
条
（『
日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
に
当
た
る
。）
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
に
交
さ
れ
た
、
ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
と
鶴
田
皓
と
の
討
論
を
読
む
限
り
、『
日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
原
案
と
は
、
内
容
に
大
き
な
違

い
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
の
原
案
に
つ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

（『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
Ⅰ
分
冊
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
昭
和
五
十
一
年
。
三
八
四
頁
）。

現
行
日
本
刑
法
の
「
教
唆
」
と
旧
中
国
律
の
「
造
意
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

三

(二
七
八
)



此
条
は
総
て
支
那
律
に
基
き
た
る
も
の
な
り
。
尤
、
伊
太
利
亜
刑
法
第
七
十
六
条
及
白
耳
義
刑
法
第
六
十
六
条
も
皆
大
同
小
異
な
り
。

然
し
第
二
項
の
論
説
ヲ
公
衆
ニ
演
述
シ
云
々
の
主
意
は
、
白
耳
義
刑
法
の
右
同
条
の
主
意
に
全
く
同
じ
。
之
を
第
一
項
の
贈
与
結
約
云
々

の
教
唆
者
と
同
じ
く
見
做
す
は
、
至
極
道
理
に
適
当
す
る
も
の
と
す
。
何
故
な
れ
ば
、
其
方
法
の
異
る
而
已
に
て
、
他
人
を
教
唆
す
る
所

の
心
実
に
於
て
は
、
固
よ
り
第
一
項
の
贈
与
結
約
云
々
と
異
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
り
。（
条
文
以
外
は
片
仮
名
を
平
仮
名
に
変
え
、
句
読

点
及
び
濁
点
を
附
け
た
。
以
下
同
じ
。）

こ
の
説
明
に
対
し
て
、
鶴
田
皓
は
「
然
り
。
其
方
法
の
如
何
に
拘
は
ら
ず
、
教
唆
者
は
総
て
正
犯
と
為
す
べ
き
な
り
。」
と
答
え
て
い

る
。
そ
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
「
然
ら
ば
此
条
の
大
旨
に
於
て
は
異
議
な
き
や
。」
と
尋
ね
る
と
、
鶴
田
皓
は
「
然
り
。」
と
答
え
て
い

る
（
同
上
三
八
四
頁
）。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、『
日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
の
原
案
に
つ
い
て
、「
此
条
は
総
て
支
那
律
に
基
き
た
る
も
の
な
り
。」
と
説
明

し
、
鶴
田
皓
も
そ
れ
を
否
定
し
て
い
な
い
。「
支
那
律
」
と
は
清
律
を
指
す
。
し
か
し
、
清
律
に
も
明
律
に
も
、
そ
し
て
唐
律
に
も
、『
日

本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
条
文
に
似
た
条
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
一
方
、
同
条
第
一
項
の
条
文
は
、
イ
タ
リ
ア

刑
法
草
案
第
七
十
六
条
及
び
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
第
六
十
六
条
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
第
六
十
条
の
条
文
に
も
よ

く
似
て
い
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
第
六
十
条
に
は
「
贈
与
、
約
束
、
脅
迫
、
職
権
も
し
く
は
権
限
の
濫
用
、
陰
謀
も
し
く
は
詐
術
に
よ

り
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
さ
れ
る
行
為
を
教
唆
し
ま
た
は
そ
の
行
為
を
犯
す
よ
う
指
示
し
た
者
は
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
さ
れ
る
行
為
の

共
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。」（
中
村
義
孝
編
訳
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
事
法
典
史
料
集
成
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
。

一
七
三
頁
か
ら
四
頁
。
原
語
を
示
す
注
を
省
い
た
。
以
下
同
じ
。）、
そ
し
て
、
同
第
五
十
九
条
に
「
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
共
犯
は
、
重
罪

関
法

第
七
二
巻
一
号

四
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ま
た
は
軽
罪
の
正
犯
と
同
一
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。」（
同
上
一
七
三
頁
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
八
七
五
年
議
定
の
イ
タ
リ
ア
刑
法
草
案
第
七
十
六
条
に
は
「
左
ニ
記
シ
タ
ル
者
ハ
、
犯
罪
ノ
附
従
ト
ス
。
一
、
指
令
及
ヒ
挑
唆
ヲ
為

シ
、
褒
賞
ヲ
与
ヘ
、
又
ハ
之
ヲ
結
約
シ
、
又
ハ
脅
迫
恐
嚇
権
威
、
又
ハ
其
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
、
他
人
ヲ
シ
テ
罪
ヲ
犯
サ
ン
コ
ト
ヲ
決
心
セ

シ
メ
タ
ル
者
。
二
、
公
ケ
ニ
演
説
ヲ
為
シ
、
又
新
聞
或
ハ
書
物
ヲ
貼
付
シ
、
或
ハ
分
派
シ
、
直
ニ
罪
ヲ
犯
ス
コ
ト
ヲ
鼓
動
シ
タ
ル
者
。」

（
司
法
省
第
八
局
編
輯
『
刑
法
表
』
明
治
十
六
年
。
信
山
社
、
平
成
十
五
年
復
刻
版
。
百
六
十
五
頁
）、
そ
し
て
、
同
第
七
十
七
条
第
一
項

に
「
第
七
十
六
条
ノ
一
項
ニ
記
シ
タ
ル
附
従
ハ
、
正
犯
ヲ
罰
ス
ル
為
メ
ノ
刑
ヲ
以
テ
罰
ス
可
シ
。」（
同
上
同
頁
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
八
六
七
年
制
定
の
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
第
六
十
六
条
に
は
「
或
ハ
利
ヲ
以
テ
誘
ヰ
、
或
ハ
約
ヲ
結
ヒ
、
或
ハ
刧
迫
シ
、
或
ハ
威
福
ヲ
擅
ニ
シ
、

或
ハ
奸
謀
若
ク
ハ
偽
計
ヲ
以
テ
、
軽
重
罪
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
者
。
或
ハ
衆
会
公
席
ニ
利
害
ヲ
辨
シ
、
或
ハ
路
傍
ニ
議
論
ヲ
掲
示
シ
、
或
ハ
印

行
書
ヲ
頒
布
シ
、
忽
チ
軽
重
罪
ヲ
犯
サ
シ
ム
ル
者
。
以
上
ハ
皆
、
造
意
者
ヲ
以
テ
論
シ
、
其
本
刑
ニ
処
シ
（
後
略
）」（
同
上
百
五
十
九
頁

か
ら
百
六
十
頁
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

『日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
第
二
項
の
条
文
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
、
そ
の
主
意
は
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
第
六
十
六
条
の
主
意
に
全
く

同
じ
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
第
六
十
六
条
の
「
衆
会
公
席
ニ
利
害
ヲ
辨
シ
」
以
下
の
文
言
（
前
掲
）
と
よ
く
似
て
い

る
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
草
案
第
七
十
六
条
第
二
項
の
文
言
（
前
掲
）
と
も
よ
く
似
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
述
べ
た
と
い
う
「
此
条
は
総
て
支
那
律
に
基
き
た
る
も
の
な
り
。」
と
い
う
言
葉
は
、
筆
記
者
の
聞
き
違

い
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。『
日
本
刑
法
草
案
』
の
各
条
文
を
解
説
し
た
『
刑
法
草
按
注
解
』（
上
巻
。

明
治
十
七
年
。
信
山
社
、
一
九
九
二
年
復
刻
版
）
の
中
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、『
日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
に
つ
い
て
、「
時
と
し

て
は
、
一
人
、
一
罪
を
犯
す
こ
と
を
決
し
て
、
他
人
、
其
教
唆
に
よ
り
、
之
を
施
行
す
る
こ
と
あ
り
。
仏
国
の
法
は
、
教
唆
す
る
者
を
看

現
行
日
本
刑
法
の
「
教
唆
」
と
旧
中
国
律
の
「
造
意
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

五

(二
七
六
)



て
、
唯
に
附
従
と
な
し
た
り
。
勿
論
、
該
法
に
於
て
は
、
之
を
附
従
と
す
る
も
、
刑
を
軽
く
す
る
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
、
斯
く
名
く
る
時

は
、
教
唆
者
の
役
目
を
軽
く
す
る
が
如
し
。
是
れ
不
正
の
考
へ
な
れ
ば
、
近
来
の
法
律
は
之
を
採
用
せ
ず
。
本
条
は
、
此
点
に
於
て
、
日

本
旧
来
の
法
律
に
従
ひ
、
教
唆
者
を
正
犯
と
せ
り
。
実
に
此
徒
は
第
一
の
犯
者
な
り
。
犯
罪
の
思
考
を
以
て
、
其
思
考
な
き
犯
者
に
勧
め

た
る
者
な
り
。
猶
豫
せ
る
犯
者
を
し
て
心
を
決
せ
し
め
た
る
者
な
り
。」（
三
三
五
頁
。
片
仮
名
を
平
仮
名
に
変
え
、
句
読
点
を
附
け
た
。）

と
述
べ
て
い
る
。

｢日
本
旧
来
の
法
律
」
と
は
『
新
律
綱
領
』
を
指
す
。『
新
律
綱
領
』
は
清
律
を
母
法
と
す
る
刑
法
典
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
右
の
解
説
か

ら
、『
日
本
刑
法
草
案
』
の
編
纂
会
議
で
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
述
べ
た
「
此
条
は
総
て
支
那
律
に
基
き
た
る
も
の
な
り
。」
と
い
う
言
葉
は
、

『
日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
八
条
の
条
文
の
う
ち
、「
人
ヲ
教
唆
シ
テ
、
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
、
亦
正
犯
ト
為
ス
。」
と
い
う
文

言
が
清
律
の
条
文
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

｢正
犯
」
と
は
、『
日
本
刑
法
草
案
』
第
百
十
七
条
の
「
二
人
以
上
連
合
シ
テ
、
現
ニ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
、
皆
、
正
犯
ト
為
シ
、
各
自

ニ
其
刑
ヲ
科
ス
。」
と
い
う
条
文
に
拠
れ
ば
、
犯
罪
を
実
行
し
て
法
定
刑
を
科
さ
れ
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
人
ヲ
教
唆
シ
テ
、
重
罪
軽

罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
」
は
、
自
ら
は
犯
罪
を
実
行
し
な
い
者
で
あ
る
。
す
る
と
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
言
葉
が
正
し
け
れ
ば
、
清
律
及
び

『
新
律
綱
領
』
の
中
に
、
自
ら
は
犯
罪
を
実
行
せ
ず
に
、
他
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
対
し
て
、
犯
罪
を
実
行
し
た
者
が

科
さ
れ
る
法
定
刑
と
同
じ
刑
を
科
す
る
、
と
一
般
的
に
定
め
る
条
文
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
以
下
に
説
明
す
る
よ
う
に
、

清
律
及
び
『
新
律
綱
領
』
に
限
ら
ず
、
唐
律
、
明
律
の
中
に
も
、
そ
の
よ
う
に
一
般
的
に
定
め
る
条
文
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
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四

旧
中
国
律
の
教
唆
の
規
定

他
人
に
犯
罪
を
教
唆
し
て
、
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
対
す
る
処
分
を
定
め
た
旧
中
国
律
の
条
文
と
し
て
、
以
下
に
掲
げ
る
も
の
が
存

在
す
る
。

唐
名
例
律
、
老
小
及
疾
有
犯
条
に
「
九
十
以
上
、
七
歳
以
下
、
雖
有
死
罪
、
不
加
刑
。
即
有
人
教
令
、
坐
其
教
令
者
。（
九
十
以
上
、

七
歳
以
下
は
、
死
罪
有
り
と
雖
も
、
刑
を
加
え
ず
。
即も

し
人
の
教
令
す
る
有
ら
ば
、
其
の
教
令
す
る
者
を
坐つ

み

す
。）」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

明
律
及
び
清
律
の
名
例
律
、
老
小
廃
疾
収
贖
条
の
規
定
も
、「
即
」
が
「
其
」
に
な
っ
て
い
る
以
外
は
同
文
で
あ
る
。
善
悪
を
判
断
す
る

力
が
乏
し
い
老
人
幼
児
に
教
唆
指
示
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
犯
罪
に
対
応
す
る
刑
を
科
し
、
犯
罪
を
実
行
し
た

老
人
幼
児
に
は
刑
を
科
さ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

明
律
及
び
清
律
の
吏
律
、
職
制
、
官
員
襲
廕
条
に
「
若
将
異
姓
外
人
乞
養
為
子
、
瞞
昩
官
府
、
詐
冒
承
襲
者
、
乞
養
子
、
杖
一
百
、
発

辺
遠
充
軍
。（
中
略
）
他
人
、
教
令
者
、
並
与
犯
人
同
罪
。（
若も

し
異
姓
の
外
人
を
将も

っ

て
、
乞
養
し
て
子
と
為
し
、
官
府
を
瞞
昩
し
、
詐
冒

承
襲
す
る
者
は
、
乞
養
の
子
は
杖
一
百
、
辺
遠
に
発
し
て
充
軍
す
。（
中
略
）
他
人
の
教
令
す
る
者
は
、
並
び
に
犯
人
と
同
罪
。）」
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。
異
姓
養
子
で
あ
る
の
に
、
実
子
あ
る
い
は
同
姓
養
子
と
詐
っ
て
、
父
親
の
武
官
を
承
襲
す
る
こ
と
を
教
唆
指
示
し
て
、

そ
れ
を
実
行
さ
せ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
行
犯
に
科
す
る
刑
と
同
じ
刑
を
科
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

唐
賊
盗
律
、
造
畜
蠱
毒
条
に
「
造
畜
蠱
毒
、
及
教
令
者
、
絞
。（
蠱
毒
を
造
畜
し
、
及
び
教
令
す
る
者
は
絞
。）」、
明
律
及
び
清
律
の
刑

律
、
人
命
、
造
畜
蠱
毒
殺
人
条
に
「
造
畜
蠱
毒
、
堪
以
殺
人
、
及
教
令
者
、
斬
。（
蠱
毒
の
以
て
人
を
殺
す
に
堪
う
る
を
造
畜
し
、
及
び

教
令
す
る
者
は
斬
。）」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
蠱
毒
を
造
畜
し
た
者
と
、
教
唆
指
示
し
て
そ
れ
を
実
行
さ
せ
た
者
と
の
両
方
に
死
刑
を
科

現
行
日
本
刑
法
の
「
教
唆
」
と
旧
中
国
律
の
「
造
意
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
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す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

唐
闘
訟
律
、
教
令
人
告
事
虚
条
に
「
教
令
人
告
、
事
虚
応
反
坐
、（
中
略
）
以
告
者
為
首
、
教
令
為
徒
。（
人
を
教
令
し
て
告
せ
し
め
、

事
、
虚
に
し
て
応
に
反
坐
す
べ
き
は
、（
中
略
）
告
す
る
者
を
以
て
首
と
為
し
、
教
令
は
従
と
為
す
。）」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
他
人
に

教
唆
指
示
し
て
、
人
を
誣
告
さ
せ
た
と
き
は
、
誣
告
を
実
行
し
た
者
が
首
犯
と
さ
れ
、
法
定
刑
を
科
さ
れ
、
教
唆
指
示
し
た
者
は
従
犯
と

さ
れ
、
法
定
刑
よ
り
一
等
軽
い
刑
を
科
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
方
、
明
律
及
び
清
律
の
刑
律
、
訴
訟
、
教
唆
詞
訟
条
で
は
、

「
教
唆
詞
訟
、（
中
略
）
増
減
情
罪
、
誣
告
人
者
、
与
犯
人
同
罪
。（
詞
訟
を
教
唆
し
、
情
罪
を
増
減
し
て
、
人
を
誣
告
せ
し
む
る
者
は
、

犯
人
と
同
罪
。）」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
他
人
を
教
唆
し
て
、
人
を
誣
告
さ
せ
た
者
に
対
し
て
は
、
誣
告
を
実
行
し
た
者
に
科
す
る
刑
と

同
じ
刑
を
科
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
唐
闘
訟
律
、
教
令
人
告
事
虚
条
の
前
掲
条
文
の
続
き
に
「
即
教
令
人
、
告
緦
麻
以
上

親
、
及
部
曲
奴
婢
告
主
者
、
各
減
告
者
罪
一
等
。
被
教
者
、
論
如
律
。（
即も

し
人
を
教
令
し
て
、
緦
麻
以
上
の
親
を
告
せ
し
め
、
及
び
部

曲
・
奴
婢
を
し
て
主
を
告
せ
し
む
る
者
は
、
各
々
告
す
る
者
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
。
教
せ
被ら

る
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
律
の
如
し
。）」

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
他
人
に
教
唆
指
示
し
て
、
そ
の
親
族
や
主
人
を
訴
え
さ
せ
た
者
に
対
し
て
は
、
教
唆
さ
れ
て
自
分
の
親
族
や
主
人

を
訴
え
た
者
が
科
さ
れ
る
法
定
刑
よ
り
も
一
等
軽
い
刑
を
科
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

唐
詐
偽
律
、
詐
教
誘
人
犯
法
条
に
「
詐
教
誘
人
使
犯
法
（
本
注
。
犯
者
不
知
而
犯
之
。）、
及
和
令
人
犯
法
（
本
注
。
謂
共
知
所
犯
有

罪
。）、
即
捕
若
告
、
或
令
人
捕
告
、
欲
求
購
賞
、
及
有
憎
嫌
、
欲
令
入
罪
、
皆
与
犯
法
者
同
坐
。（
詐
り
て
人
を
教
誘
し
て
法
を
犯
さ
し

め
（
本
注
。
犯
す
者
、
知
ら
ず
し
て
之
れ
を
犯
す
。）、
及
び
和
し
て
人
を
し
て
法
を
犯
さ
し
め
（
本
注
。
共
に
、
犯
す
と
こ
ろ
罪
有
る
を

知
る
を
謂
う
。）、
即
ち
に
捕
え
、
若
し
く
は
告
し
、
或
い
は
人
を
し
て
捕
告
せ
し
め
、
購
賞
を
欲
し
求
め
、
及
び
憎
嫌
有
り
、
罪
に
入
れ

し
め
ん
と
欲
す
る
は
、
皆
、
法
を
犯
す
者
と
同
じ
く
坐つ

み

す
。）」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
律
及
び
清
律
の
刑
律
、
詐
偽
、
詐
教
誘
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人
犯
法
条
に
も
「
諸
人
設
計
用
言
、
教
誘
人
犯
法
、
及
和
同
令
人
犯
法
、
却
行
捕
告
、
或
令
人
捕
告
、
欲
求
給
賞
（
清
律
は
「
給
賞
」
を

「
賞
給
」
に
作
る
。）、
或
欲
陷
害
人
得
罪
者
、
皆
与
犯
法
之
人
同
罪
。（
諸
人
、
計
を
設
け
、
言
を
用
い
、
人
を
教
誘
し
て
法
を
犯
さ
し
め
、

及
び
和
同
し
て
人
を
し
て
法
を
犯
さ
し
め
、
却
り
て
捕
告
を
行
い
、
或
い
は
人
を
し
て
捕
告
せ
し
め
、
給
賞
を
欲
し
求
め
、
或
い
は
人
を

陷
害
し
て
罪
を
得
し
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
皆
、
法
を
犯
す
の
人
と
同
罪
。）」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
賞
金
を
得
る
目
的
で
、
あ
る
い
は

人
を
罪
に
陥
れ
る
目
的
で
、
他
人
を
だ
ま
し
て
、
罪
を
犯
し
て
い
る
と
は
知
ら
ず
に
罪
を
犯
さ
せ
、
ま
た
は
、
罪
を
犯
す
こ
と
を
承
諾
さ

せ
て
罪
を
犯
さ
せ
た
者
は
、
罪
を
犯
し
た
者
が
科
さ
れ
る
刑
と
同
じ
刑
を
科
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

戴
炎
輝
「
清
律
に
於
け
る
共
犯
」（『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
八
十
五
巻
第
五
・
六
号
掲
載
、
一
九
七
二
年
)は
、
唐
律
の
詐
教
誘
人
犯
法

条
に
つ
い
て
、「
教
令
者
と
被
教
令
者
の
間
に
於
て
、
詐
誘
が
行
な
わ
れ
た
か
否
か
を
論
ず
る
こ
と
な
く
、
み
な
該
条
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
故
に
該
条
は
広
く
教
令
者
と
被
教
令
者
の
処
罰
に
関
す
る
一
般
原
則
で
あ
る
。
即
ち
両
者
の
間
に
於
て
首
従
を
分
け
る
こ
と

な
く
、
教
令
者
と
被
教
令
者
（
原
注
。
所
謂
「
犯
法
者
」）
は
同
じ
処マ

マ

罪
に
処
せ
ら
れ
る
。」（
三
十
三
頁
か
ら
四
頁
）
と
述
べ
、
ま
た
、

清
律
の
詐
教
誘
人
犯
法
条
に
つ
い
て
も
、「
教
令
犯
の
原
則
的
規
定
で
あ
る
」（
四
十
頁
）
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
滋
賀
秀
三
訳
註
「
名
例
」（
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
』
五
所
収
、
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
十
四
年
。〔
名
四
三
〕
二

六
一
頁
）
が
、
唐
律
の
詐
教
誘
人
犯
法
条
に
つ
い
て
、「
被
教
唆
者
を
犯
罪
人
に
仕
立
て
る
こ
と
自
体
（
中
略
）
を
目
的
と
す
る
極
め
て

特
殊
な
形
態
の
教
唆
と
、
教
唆
を
も
っ
て
準
備
し
た
上
で
、
被
教
唆
者
が
罪
を
犯
す
の
を
見
届
け
て
こ
れ
を
官
憲
に
告
発
す
る
（
中
略
）

こ
と
を
構
成
要
件
と
す
る
一
個
の
罪
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
通
常
の
意
味
で
の
共
犯
に
関
す
る
規
定
で
は
な
い
。」
と
説
明
す
る

よ
う
に
、
唐
律
及
び
明
清
律
の
詐
教
誘
人
犯
法
条
は
、「
教
令
者
と
被
教
令
者
の
処
罰
に
関
す
る
一
般
原
則
」
を
定
め
た
も
の
と
受
け
取

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

現
行
日
本
刑
法
の
「
教
唆
」
と
旧
中
国
律
の
「
造
意
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

九
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す
る
と
、
結
局
、
唐
律
及
び
明
清
律
、
そ
し
て
清
律
を
母
法
と
す
る
『
新
律
綱
領
』
の
中
に
は
、
自
ら
は
犯
罪
を
実
行
せ
ず
に
、
他
人

を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
対
し
て
、
犯
罪
を
実
行
し
た
者
が
科
さ
れ
る
法
定
刑
と
同
じ
刑
を
科
す
る
、
と
一
般
的
に
定
め
る

条
文
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
そ
し
て
鶴
田
皓
ま
で
も
が
、
そ
の
よ
う
な
条
文
が
旧
中
国
律

の
中
に
存
在
す
る
、
と
誤
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五

井
上
毅
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
の
問
答

明
治
八
年
九
月
か
ら
九
年
四
月
に
か
け
て
、
司
法
省
刑
法
草
案
取
調
掛
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
か
ら
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
日
本
人
委
員

だ
け
で
、
初
め
て
西
欧
流
の
刑
法
草
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
草
案
は
、「
日
本
帝
国
刑
法
初
案
」
と
呼
ば
れ
、
第
一
編
名
例
八
十
二
条
だ

け
で
あ
っ
た
。
明
治
九
年
四
月
二
十
五
日
に
司
法
省
か
ら
正
院
に
上
呈
さ
れ
、
五
月
十
七
日
に
元
老
院
の
議
定
に
付
さ
れ
た
が
、
審
議
せ

ず
に
返
還
さ
れ
た
（
前
掲
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
Ⅰ
分
冊
「
解
題
」）。
お
そ
ら
く
、
そ
の
頃
で
あ
ろ
う
、
井
上
毅
は
、
清
律
と

フ
ラ
ン
ス
刑
法
と
を
比
べ
て
、
清
律
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
を
四
つ
挙
げ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
質
問
状
を
送
り
、
意
見
を
求
め

た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
五
月
二
十
五
日
付
の
手
紙
で
回
答
し
た
。
こ
の
問
答
は
、
井
上
毅
「
刑
法
問
答
」

（『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
四
巻
第
四
十
五
号
掲
載
、
明
治
二
十
三
年
）、
そ
の
原
稿
の
飜
刻
を
含
む
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
刑
法
意
見
」（
国
学

院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
近
代
日
本
法
制
史
料
集
』
第
九
所
収
、
昭
和
六
十
二
年
）
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
問
答
で
、
井
上
毅
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
よ
り
も
清
律
の
方
が
優
れ
て
い
る
点
の
一
つ
と
し
て
、「
仏
律
に
て
は
、
他
人
を
教
令
し

て
罪
を
犯
さ
し
め
た
る
者
は
、
従
（
原
注
。
コ
ン
プ
リ
ス
）
を
以
て
論
ず
。」（
片
仮
名
を
平
仮
名
に
変
え
、
濁
点
を
補
っ
た
。
以
下
同

じ
。）
と
い
う
の
に
対
し
、「
漢
律
（
清
律
を
指
す
。
佐
立
注
。）
に
て
は
、
造
意
者
は
首
と
為
し
て
論
ず
。」
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
る
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
「
我
が
仏
律
、
犯
罪
を
教
令
し
た
る
者
を
以
て
、
其
の
従
犯
と
な
し
た
る
に
止
め
た
る
の
甚
だ
平

允
な
ら
ざ
る
は
、
遺
憾
な
り
と
云
ふ
可
し
。
実
に
其
の
罪
を
教
令
し
た
る
以
上
は
、
所
謂
原
謀
者
に
し
て
、
主
犯
を
以
て
論
ず
可
き
な
り
。

是
れ
示
さ
る
る
所
の
清
律
に
定
む
る
所
た
り
。」
と
答
え
て
い
る
。

｢他
人
を
教
令
し
て
罪
を
犯
さ
し
め
た
る
者
は
、
従
を
以
て
論
ず
。」
と
い
う
「
仏
律
」
は
、
第
三
節
に
掲
げ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
第

五
十
九
条
及
び
第
六
十
条
で
あ
る
。
com
plice
を
井
上
毅
は
「
従
」
と
訳
し
、
前
掲
中
村
義
孝
訳
は
「
共
犯
」
と
訳
し
て
い
る
。「
造
意

者
は
首
と
為
し
て
論
ず
。」
と
い
う
「
漢
律
」
は
、
清
律
の
名
例
律
、
共
犯
罪
分
首
従
条
の
「
共
犯
罪
者
、
以
造
意
為
首
、
随
従
者
減
一

等
。（
共
に
罪
を
犯
す
者
は
、
造
意
を
以
て
首
と
為
し
、
随
従
す
る
者
は
一
等
を
減
ず
。）」
と
い
う
条
文
で
あ
る
。
共
同
し
て
犯
罪
を
実

行
し
た
と
き
は
、
罪
を
犯
す
こ
と
を
最
初
に
決
意
し
た
者
一
人
を
首
犯
と
し
て
、
そ
の
者
に
法
定
刑
を
科
し
、
そ
れ
以
外
の
者
は
、
従
犯

と
し
て
、
法
定
刑
よ
り
も
一
等
軽
い
刑
を
科
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

井
上
毅
は
、
清
律
の
「
造
意
」
を
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
「
他
人
を
教
令
し
て
罪
を
犯
さ
し
め
た
る
者
（
ceux
qui…
auront
provoqué

à
cette
action
ou
donné
des
instructions
pour
la
com
m
ettre）」
と
同
じ
意
味
に
受
け
取
っ
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
で
は
教

令
者
は
従
犯
で
あ
る
が
（
た
だ
し
、
正
犯
と
同
じ
刑
を
科
さ
れ
る
。）、
清
律
で
は
「
造
意
」
即
ち
教
令
者
は
首
犯
と
し
て
法
定
刑
を
科
さ

れ
る
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
、
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
井
上
毅
の
こ
の
よ
う
な
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
清
律
の
共
犯
罪
分
首
従

条
の
「
共
に
罪
を
犯
す
者
は
、
造
意
を
以
て
首
と
為
す
。」
と
い
う
条
文
は
、
他
人
に
教
唆
指
示
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
は
、
自
ら

も
犯
罪
を
実
行
し
た
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
首
犯
と
し
て
、
犯
罪
に
対
応
す
る
法
定
刑
を
科
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
に
な

り
、
清
律
の
中
に
、
他
人
に
教
唆
指
示
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
対
し
て
は
、
犯
罪
に
対
応
す
る
法
定
刑
を
科
す
る
、
と
い
う
一
般

原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
次
節
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
井
上
毅
の
理
解
は
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

現
行
日
本
刑
法
の
「
教
唆
」
と
旧
中
国
律
の
「
造
意
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

一
一

(二
七
〇
)



六

｢造
意
」
に
つ
い
て

清
律
の
共
犯
罪
分
首
従
条
の
「
共
に
罪
を
犯
す
者
は
、
造
意
を
以
て
首
と
為
し
、
随
従
す
る
者
は
一
等
を
減
ず
。」
と
い
う
条
文
は
、

明
律
の
名
例
律
、
共
犯
罪
分
首
従
条
の
条
文
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
明
律
の
条
文
は
、
唐
律
の
名
例
律
、
共
犯
罪
造
意

為
首
条
の
条
文
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

｢共
に
罪
を
犯
す
者
（
共
犯
罪
者
）」
と
は
、
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
犯
罪
（
罪
を
犯
す
）」
が
、
犯

罪
を
実
行
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
律
の
中
で
の
「
犯
罪
」
と
い
う
語
の
使
わ
れ
方
か
ら
見
て
疑
い
な
い
。
す
る
と
、「
造

意
」
は
実
行
犯
の
一
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唐
賊
盗
律
、
謀
殺
人
条
に
「
造
意
者
、
雖
不
行
、
仍
為
首
。（
造
意
す
る
者
は
、
行
わ

ず
と
雖
も
、
仍
お
首
と
為
す
。）」、
明
律
及
び
清
律
の
刑
律
、
人
命
、
謀
殺
人
条
に
「
其
造
意
者
、
身
雖
不
行
、
仍
為
首
論
。」
と
い
う
例

外
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
造
意
」
は
実
行
犯
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
戴
炎
輝

「
清
律
に
於
け
る
共
犯
」
前
掲
。
三
十
五
頁
）。
滋
賀
秀
三
訳
註
「
名
例
」（
前
掲
。〔
名
四
二
〕
二
五
二
頁
）
は
「
造
意
者
は
同
時
に
実
行

行
為
者
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
犯
行
現
場
に
臨
み
さ
え
し
な
い
場
合
も
あ
る
。」
と
述
べ
る
け
れ
ど
も
、
実
行
犯
で
は
な
い
者
が
「
造

意
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
例
外
規
定
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
原
則
と
し
て
は
、「
造
意
」
に
当
た
る
者
は
、
実
行
犯
の
中
の
一
人

で
あ
り
、
必
ず
「
首
」
犯
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

井
上
毅
は
「
造
意
」
と
教
令
と
を
混
同
し
た
の
で
あ
る
が
、
確
か
に
、
造
意
者
は
必
ず
教
唆
指
示
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

し
な
い
と
、
他
人
と
共
に
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
戴
炎
輝
「
清
律
に
於
け
る
共
犯
」（
前
掲
。
三
十
五
頁
）

が
「
教
令
と
造
意
の
差
異
は
、
教
令
者
が
実
際
の
行
為
に
参
加
し
な
い
の
に
対
し
、
造
意
者
は
さ
ら
に
一
歩
す
す
ん
で
実
行
行
為
に
参
加

関
法
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し
た
点
に
あ
る
。」
と
説
明
す
る
の
は
正
し
い
。

そ
れ
で
は
、
自
ら
は
犯
罪
を
実
行
せ
ず
に
、
他
人
に
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
は
、
旧
中
国
律
で
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
節
に
掲
げ
た
規
定
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
そ
れ
ら
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
他
、
殺
人
を
教
唆
し
て
実
行
さ
せ
た

者
に
対
し
て
は
、
唐
律
の
賊
盗
律
、
謀
殺
人
条
の
「
造
意
者
、
雖
不
行
、
仍
為
首
。」、
明
律
及
び
清
律
の
刑
律
、
人
命
、
謀
殺
人
条
の

「
其
造
意
者
、
身
雖
不
行
、
仍
為
首
論
。」
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
強
盗
窃
盗
、
及
び
恐
喝
取
財
等
、
盗
に
準
じ
る
罪
を
教
唆
し
て
実
行
さ

せ
た
者
に
対
し
て
は
、
唐
律
の
賊
盗
律
、
共
盗
併
贓
論
条
の
「
共
盗
者
、（
中
略
）
造
意
及
従
、
行
而
不
受
分
、
即
受
分
而
不
行
、
各
依

本
首
従
法
。
若
造
意
者
不
行
、
又
不
受
分
、（
中
略
）
造
意
者
為
従
。（
共
に
盗
む
者
は
、（
中
略
）
造
意
及
び
従
、
行
い
て
分
を
受
け
ず
、

即も

し
く
は
分
を
受
け
て
行
わ
ざ
る
は
、
各
々
本も

と

の
首
従
の
法
に
依
る
。
若
し
造
意
す
る
者
、
行
わ
ず
、
又
た
分
を
受
け
ざ
れ
ば
、（
中
略
）

造
意
す
る
者
は
従
と
為
す
。）」、
明
律
及
び
清
律
の
刑
律
、
賊
盗
、
盗
賊
窩
主
条
の
「
強
盗
窩
主
造
意
、
身
雖
不
行
、
但
分
贓
者
、
斬
。

若
不
行
、
又
不
分
贓
者
、
杖
一
百
流
三
千
里
。（
中
略
）
窃
盗
窩
主
造
意
、
身
雖
不
行
、
但
分
臟
者
、
為
首
論
。
若
不
行
、
又
不
分
臟
者
、

為
従
論
。（
強
盗
の
窩
主
（
隠
れ
家
の
主
。
佐
立
注
。）、
造
意
す
る
は
、
身
、
行
わ
ず
と
雖
も
、
但お

よ

そ
臟
を
分
か
つ
者
は
斬
。
若
し
行
わ

ず
、
又
た
臟
を
分
か
た
ざ
る
者
は
杖
一
百
流
三
千
里
。（
中
略
）
窃
盗
の
窩
主
、
造
意
す
る
は
、
身
、
行
わ
ず
と
雖
も
、
但
そ
臟
を
分
か

つ
者
は
首
と
為
し
て
論
ず
。
若
し
行
わ
ず
、
又
た
臟
を
分
か
た
ざ
る
者
は
、
従
と
為
し
て
論
ず
。）」
と
い
う
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

以
上
の
場
合
の
他
は
、
自
ら
は
犯
罪
を
実
行
せ
ず
に
、
他
人
に
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
対
し
て
は
、
犯
罪
の
軽
重
に
応
じ

て
、
唐
律
の
雑
律
、
不
応
得
為
条
、
明
律
及
び
清
律
の
刑
律
、
雑
犯
、
不
応
為
条
の
「
応ま

さ

に
為
す
を
得
べ
か
ら
ず
し
て
之
れ
を
為
す
者
は

笞
四
十
。
事
理
重
き
者
は
杖
八
十
。」
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
陶
安
「
唐
律
共
犯
概
念
再
考
」（『
法
制
史
研
究
』
59
掲
載
、

平
成
二
十
二
年
）
は
、「「
共
に
罪
を
犯
す
者
」（
中
略
）
は
、
実
行
に
関
わ
っ
て
い
た
者
に
制
限
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」（
一
五

現
行
日
本
刑
法
の
「
教
唆
」
と
旧
中
国
律
の
「
造
意
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

一
三
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六
八
)



五
頁
）
と
正
し
く
理
解
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
唐
律
は
、
そ
れ
ら
の
特
例
（
本
稿
第
四
節
及
び
本
節
に
掲
げ
た
規
定
を
指
す
。
佐
立

注
。）
を
除
い
て
は
、「
罪
を
そ
そ
の
か
す
」
行
為
に
つ
い
て
そ
も
そ
も
そ
れ
を
「
可
罰
的
な
る
も
の
」
の
範
疇
に
分
類
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」（
一
五
一
頁
）
と
述
べ
る
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

七

現
行
刑
法
の
教
唆
条
の
正
当
性
に
対
す
る
疑
い

第
五
節
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
井
上
毅
の
質
問
に
答
え
て
、「
実
に
其
の
罪
を
教
令
し
た
る
以
上
は
、
所
謂
原
謀
者

に
し
て
、
主
犯
を
以
て
論
ず
可
き
な
り
。
是
れ
示
さ
る
る
所
の
清
律
に
定
む
る
所
た
り
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
井
上

毅
の
誤
ま
っ
た
教
示
を
受
け
て
、
清
律
の
共
犯
罪
分
首
従
条
の
「
共
に
罪
を
犯
す
者
は
、
造
意
を
以
て
首
と
為
す
。」
と
い
う
条
文
は
、

犯
罪
を
教
唆
指
示
し
て
実
行
さ
せ
た
者
に
対
し
て
は
、
自
ら
も
犯
罪
を
実
行
し
た
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
犯
罪
に
対
応
す
る
法
定
刑
を

科
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
誤
解
し
た
の
で
あ
る
。
鶴
田
皓
も
、
こ
の
条
文
を
こ
の
よ
う
な
意
味
に
誤
解
し
て
い
た
こ
と
は
、

『
日
本
刑
法
草
案
』
の
編
纂
会
議
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
第
百
十
八
条
の
原
案
に
つ
い
て
、「
此
条
は
総
て
支
那
律
に
基
き
た
る
も
の
な

り
。」
と
発
言
し
た
の
を
正
す
こ
と
な
く
、「
其
方
法
の
如
何
に
拘
は
ら
ず
、
教
唆
者
は
総
て
正
犯
と
為
す
べ
き
な
り
。」
と
発
言
し
て
い

る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。

鶴
田
皓
は
、「
其
方
法
の
如
何
に
拘
は
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
清
律
の
共
犯
罪
分
首
従
条
の
「
造
意
」
が
意
味
す
る
教
唆
指

示
は
、
方
法
の
如
何
を
問
わ
な
い
、
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
編
纂
中
の
刑
法
草
案
で
も
、
犯
罪
を
教
唆
し
て
実
行
さ
せ
た
者
に

対
し
て
は
、
教
唆
の
方
法
の
如
何
を
問
わ
ず
、
正
犯
と
し
て
法
定
刑
を
科
す
る
、
と
定
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、『
日
本
刑
法
草
案
』
第
一
稿
第
百
五
条
の
粗
案
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
第
六
十
六
条
に
倣
っ
て
、
教
唆
者
が
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正
犯
と
さ
れ
る
教
唆
の
方
法
を
、「
贈
与
、
結
約
、
擅
権
、
姦
謀
」
に
限
っ
て
い
た
（
前
掲
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
Ⅰ
分
冊
、

三
八
五
頁
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
「
脅
迫
」
の
語
を
入
れ
忘
れ
た
、
と
思
わ
れ
る
。）。『
日
本
刑
法
草
案
』
第
二
稿
第
百
十
五
条
で
も
「
脅

迫
贈
与
結
約
威
権
奸
謀
ヲ
用
ヒ
、
人
ヲ
教
唆
シ
テ
」
と
な
っ
て
お
り
、
教
唆
者
が
正
犯
と
さ
れ
る
教
唆
の
方
法
が
限
ら
れ
て
い
た
（
前
掲

『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
Ⅳ
分
冊
、
三
〇
四
三
頁
）。

と
こ
ろ
が
、『
日
本
刑
法
草
案
』
確
定
稿
第
百
十
八
条
で
は
、
第
二
稿
第
百
十
五
条
の
「
奸
謀
ヲ
用
ヒ
」
が
「
其
他
故
意
ヲ
以
テ
」
に

変
え
ら
れ
て
、「
脅
迫
贈
与
結
約
威
権
其
他
、
故
意
ヲ
以
テ
人
ヲ
教
唆
シ
テ
」
と
い
う
文
言
に
な
っ
た
（
前
掲
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆

記
』
第
Ⅰ
分
冊
、
三
八
九
頁
。
同
第
Ⅳ
分
冊
、
三
一
一
八
頁
）。
こ
れ
で
は
、「
ど
ん
な
方
法
を
用
い
て
も
、
故
意
に
人
を
教
唆
し
て
」
と

い
う
意
味
に
な
り
、
ま
た
、
教
唆
は
故
意
に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、「
脅
迫
、
贈
与
、
結
約
、
威
権
」
と
い

う
、
教
唆
の
方
法
を
限
定
す
る
語
、
そ
し
て
「
故
意
」
の
語
を
置
く
意
味
が
な
い
。
第
二
節
に
書
い
た
よ
う
に
、『
刑
法
審
査
修
正
案
』

の
修
正
案
の
第
百
五
条
で
、「
詐
欺
脅
迫
贈
与
結
約
威
権
其
他
、
故
意
ヲ
以
テ
」
の
文
言
が
削
除
さ
れ
て
、「
人
ヲ
教
唆
シ
テ
、
重
罪
軽
罪

ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
、
亦
正
犯
ト
為
ス
。」
と
い
う
条
文
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
当
然
で
あ
る
。
こ
の
条
文
が
そ
の
ま
ま
旧

刑
法
第
一
〇
五
条
の
条
文
と
な
り
、
そ
し
て
、「
重
罪
軽
罪
」
が
「
犯
罪
」
に
、「
犯
サ
シ
メ
タ
ル
」
が
「
実
行
セ
シ
メ
タ
ル
」
に
、「
亦

正
犯
ト
為
ス
」
が
「
正
犯
ニ
準
ス
」
に
変
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
旧
刑
法
第
一
〇
五
条
の
条
文
が
現
行
刑
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
条
文

（
表
記
平
易
化
前
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
現
行
刑
法
の
教
唆
条
は
、
旧
刑
法
の
教
唆
条
を
引
き
継
い
で
、
清
律
の
「
共
に
罪
を
犯
す
者
は
、
造
意
を
以
て
首
と
為
す
。」

と
い
う
条
文
は
、
他
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
対
し
て
は
、
自
ら
も
犯
罪
を
実
行
し
た
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
ま
た
、

教
唆
の
方
法
の
如
何
を
問
わ
ず
、
犯
罪
に
対
応
す
る
法
定
刑
を
科
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
旧
刑
法
の
立
法
者
の
誤
解
を
踏

現
行
日
本
刑
法
の
「
教
唆
」
と
旧
中
国
律
の
「
造
意
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
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襲
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
一
節
に
掲
げ
た
「
刑
法
改
正
案
」
参
考
書
は
「
教
唆
者
は
実
行
正
犯
に
非
ざ
る
も
、
其
責
任
に
於
て
は
正
犯
と
同
一
」
と
述
べ
る
け

れ
ど
も
、
本
当
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
唆
す
る
だ
け
で
犯
罪
を
実
行
し
な
い
者
よ
り
も
、
教
唆
さ
れ
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
の
方

が
悪
質
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
行
刑
法
の
教
唆
条
の
、
自
ら
は
犯
罪
を
実
行
せ
ず
に
、
他
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に

対
し
て
、
一
律
に
、
犯
罪
に
対
応
す
る
法
定
刑
を
科
す
る
、
と
い
う
定
め
は
、
正
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
定
め
に
な
っ
た
の

は
、
も
と
も
と
、
旧
刑
法
の
立
法
者
が
清
律
の
条
文
の
意
味
を
誤
解
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
現
行
刑
法
の
教
唆

条
が
成
り
立
つ
た
め
の
主
た
る
根
拠
が
、
は
じ
め
か
ら
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
現
行
刑
法
の
教
唆
条
の
正

当
性
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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